
 

赤穂市建設工事入札参加者の資格格付及び選定に関する基準 

 

(趣旨) 

第1条 この基準は赤穂市契約規程(昭和39年赤穂市訓令甲第3号。以下「規程」という。)第2条第3号

の規定に基づき市が発注する建設工事(建設業法(昭和24年法律第100号。以下「法」という。)第2条

第1項の定めるところによる。)に係る指名競争入札(以下「入札」という。)に参加しようとする者(以

下「入札参加資格者」という。)の資格格付及び選定に関して必要な事項を定めるものとする。 

 

(資格の格付) 

第2条 入札参加資格者の資格格付は、建設業法(法第2条第3項の定めるところによる。)の業種別に法

第27条の23の規定による経営規模その他経営に関する客観的事項の審査結果に基づき判定した数値

に主観的事項について判定した数値を加え若しくは減じた総合数値に基づき、入札参加資格等級格

付及び選定基準表(別表1)に掲げる等級区分に応じて等級格付をするものとする。 

2 前項に定める主観的事項について判定した数値は、別に定める工事成績評定要領に基づき評定され

た過去2カ年間の総評点(完成した工事が2件以上あるときは、その平均値(小数点以下第1位を四捨五

入した値)とし、以下「総評点」という。)を基準とし、別表3の方法により算出した数値とする。 

3 第1項の適用区分は、法第3条の建設業の許可業種ごとに入札参加資格等級格付適用区分表(別表2)

により決定するものとする。 

 

(資格の承継) 

第3条 前条の等級格付をされた者が規程第3条の各号の一に該当し、当該承継人から同条に規定する

承継届が提出された場合は、その者の等級格付を承継するものとする。 

 

(選定の基準) 

第4条 入札に参加させようとする者の選定は、別表1の等級ごとに定める「発注工事金額」の対象範

囲内で第2条の規定により等級格付された者の中から、次に掲げる事項に留意して行うものとする。 

(1) 入札参加排除又は指名停止の状況 

(2) 建設業の許可の業種と当該工事の対応 

(3) 建設業許可の有効期間の確認 

(4) 当該工事に対する地理的条件 

(5) 当該工事に対する技術的適正 

(6) 工事成績 

(7) 経営内容及び信用度の状況 

(8) 社会的信用度の状況 

(9) 指名回数及び落札回数の状況 

(10) 工事経歴 

(11) 手持工事量の状況 

(12) 安全管理、労働福祉の状況 

 

(指名の方法) 



 

第5条 入札参加者の指名は、赤穂市財務規則(昭和39年赤穂市規則第6号)第99条第2項に規定する指名

競争入札参加資格者名簿に登載された者の中から概ね10人を基準として指名するものとする。 

2 第1回の入札で落札者がなく、再度の入札に付しても落札者がない場合においては、当該入札に参

加した者は、事後の入札の指名を2回程度しないことができる。 

 

(等級外の者の指名) 

第6条 特殊技術を要する工事、災害復旧工事、補修工事及び工事の地域性その他特別の理由があるも

のについては、等級外の入札参加資格者の中から指名することができるものとする。 

 

(事業共同組合の特例) 

第7条 中小企業協同組合法(昭和24年法律第181号)に基づく事業協同組合については、第2条の総合数

値の算定を次により行うものとする。 

(1) 年間平均完成工事高については、当該組合及び組合員の年間平均完成工事高の和による。 

(2) 自己資本額並びに職員数及び技術職員数については、当該組合及び組合員の自己資本額並びに

職員数及び技術職員数のそれぞれの和による。 

(3) 完成工事高経常利益率等の経営状況分析数値及び建設業の営業年数は、当該組合及び組合員の

完成工事高経常利益率等の経営状況分析数値及び建設業の営業年数のそれぞれの平均値による。 

 

付 則 

この基準は、昭和58年4月1日から施行する。 

付 則 

この基準は、平成元年4月1日から施行する。 

付 則(平成2年3月30日) 

この基準は、平成2年4月1日から施行する。 

付 則(平成9年3月31日) 

この基準は、平成9年4月1日から施行する。 

付 則(平成12年3月31日) 

この基準は、平成12年4月1日から施行する。 

付 則(平成17年3月31日) 

この基準は、平成17年4月1日から施行する。 

付 則(平成21年3月6日) 

(施行期日) 

1 この基準は、平成21年4月1日から施行する。 

(経過措置) 

2 この基準の施行の日前に改正前の赤穂市建設工事入札参加者の資格格付及び選定に関する基準に

より募集情報を公告したものに係る入札については、なお従前の例による。 

付 則(平成24年2月17日) 

(施行期日) 

1 この基準は、平成24年4月1日から施行する。 

(経過措置) 



 

2 この基準の施行の日前に改正前の赤穂市建設工事入札参加者の資格格付及び選定に関する基準に

より公告又は指名通知したものに係る入札については、なお従前の例による。 

付 則(平成27年2月23日) 

1 この基準は、平成27年4月1日から施行する。 

2 この基準の施行の日前に改正前の赤穂市建設工事入札参加者の資格格付及び選定に関する基準に

より公告又は指名通知したものに係る入札については、なお従前の例による。 

 


